
  1 

島本町ふれあいセンター等指定管理者募集要項 

 

 

１ 募集の趣旨  

島本町（以下「町」という。）では、島本町ふれあいセンター（以下「ふれあいセンター」

という。）及び緑地公園住宅集会所（以下「集会所」という。）の管理運営に関して、民間

のノウハウや創意工夫を活用することにより住民サービスの向上と施設の効率的な運営を

図るため、平成２０年１２月から、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に基づく指定

管理者制度を導入しています。 

このたび、ふれあいセンター等の指定管理者の指定期間が満了となることから、新たに

指定管理者となる事業者を以下のとおり募集します。 

なお、令和４年度から令和５年度にかけて、空調機等の大規模改修が予定されておりま

すので、今回の募集については、令和４年４月１日から令和６年３月３１までの２年間と

なります。 

 

 

２ 施設の概要  

⑴ ふれあいセンター（福祉・保健・生涯学習に関する諸室、ケリヤホール等） 

ア 所 在 地   大阪府三島郡島本町桜井三丁目４番１号 

イ 設置目的   住民の福祉、保健及び文化教養の充実向上を図り、住民福祉の増進

に寄与するため。 

ウ 建物の構造  鉄筋コンクリート造 地上４階・地下１階・塔屋１階  

エ 敷地面積等  敷地面積 約１３，５００㎡、延床面積 約１０，０００㎡ 

オ 屋外設備等  遊歩道、駐車場等 

カ 開設年月   平成８年７月 

⑵ 集会所 

ア 所 在 地   大阪府三島郡島本町山崎二丁目１番９号 

イ 設置目的   住民福祉の増進に寄与するため。 

ウ 建物の構造  鉄筋コンクリート造平屋建て 

エ 敷地面積等  延床面積 約３３０㎡ 

オ 開設年月   平成１９年７月 
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３ 指定管理者が行う業務の範囲  

主な業務の範囲は、次のとおりです。詳細は、別添の「仕様書」を参照してください。 

⑴ 貸館に関すること。 ふれあいセンター・集会所共通 

ア 施設の使用に係る申請受付並びに許可、変更及び取消しその他施設の使用に関する

業務 

イ 施設の使用料の徴収、減免、還付その他施設の使用料に関する業務 

ウ 利用者に関する記録及び統計 

エ 利用者からの要望、苦情等への対応 

⑵ 施設及び設備の管理に関すること。 ふれあいセンターのみ 

ア 日常点検 

・日常的に施設及び設備の目視点検を行い、施設状況を把握すること。 

・日常点検において発見した軽微な不具合に対しては、維持管理上必要な措置を講ず

ること。通報により指摘があった場合も、同様とします。 

・施設又は設備に抜本的な対応が必要と認められる場合は、町と協議すること。 

イ 法令等で定められた定期点検 

・施設及び設備の定期点検は、法令の定める内容を下限として実施すること。 

・施設及び設備の定期点検により不具合が発見された場合で至急の対応が必要なとき

は、安全上の措置を講ずるとともに、町と協議すること。 

ウ 警備（夜間を含む。） 

エ 駐車場（臨時駐車場を含む。）の管理 

オ 営繕 

カ 日常及び定期の美化清掃 

キ 敷地内の緑地帯の維持管理 

ク  大規模改修工事実施時の工事事業者への鍵の受け渡し等各種調整 

 

 

４ 管理運営等に係る経費  

利用料金制は採用していませんので、管理運営等に係る経費は、町が指定管理者に支払

う指定管理料のみで賄うこととします。 

 

５ 管理の基準  

⑴ 開館（所）時間  午前９時から午後９時まで 
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⑵ 休館（所）日   １２月２９日から翌年１月３日まで 

※指定管理者が必要と認めるときは、町長に承認を得た上で、開館時間又は休館日を変

更することができます。 

※暴風警報が発令されたときは、その日は終日又は一時休館になります。 

⑶ 使用の許可 

使用の許可は、公平かつ公正に行うこと。 

⑷ 個人情報の取扱い及び守秘義務 

・指定管理者は、島本町個人情報保護条例（昭和６０年島本町条例第２号）の規定に基

づき、管理業務の遂行に伴う個人情報について適切に取り扱うとともに、必要な措置

を講ずること。 

・業務上知り得た情報を第三者に漏らしたり、不当な目的に使用したりしないこと。指

定期間が終了した後及び従事者が退職した後も、同様とします。 

・指定管理者は、町から受領した文書等を適切に管理し、保存すること。 

なお、指定期間の終了後は、町の指示に従って当該文書等を引き渡していただく必要

があります。 

⑸ 環境への配慮 

指定管理者は、管理業務の実施に当たっては、省エネルギー、省資源及び廃棄物減量

等、環境の負荷の軽減に努めること。 

⑹ 保険への加入 

指定管理者の負担により賠償責任保険に加入しておくこと。 

※事故の発生に関し、町に施設設置者としての瑕疵
か し

があった場合は、町がその賠償責任

を負います。しかし、その事故が指定管理者の瑕疵によるものについては、指定管理

者が町又は第三者に対して賠償責任を負うことになります。 

⑺ 関係法令の遵守 

業務を行うに当たっては、関係法令等を遵守すること。 

 

６ 業務体制  

⑴ 勤務時間 

業務に支障が生じないように勤務時間を設定すること。 

⑵ 人員体制 

・施設において指定管理者を代表する者として統括責任者（正規職員）を１人置き、業

務を統括し、他の職員を指揮監督させること。 

・統括責任者の下に、副統括責任者（正規職員）を１人以上及び運営スタッフ責任者（正

規職員）を２人以上置くとともに、運営スタッフ、設備管理スタッフ、警備スタッフ
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及び清掃スタッフを、業務に支障を生じさせないために確保すべき人員数置くこと。 

・職員を変更しようとする場合は、事前に町と協議すること。 

・最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）に定める最低賃金を確保すること。 

・職員の資質の向上及び施設の効果的かつ効率的な管理運営を図るために必要な研修を

実施すること。 

・労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及び労働安全衛生規則（昭和４７年労働

省令第３２号）に定める健康診断を実施すること。 

７ 指定期間  

令和４年４月１日（金）から令和６年３月３１日（日）までの２年間 

※ただし、指定管理者が町長の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を

継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管

理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。 

 

８ 町と指定管理者の責任分担  

町と指定管理者の責任分担は、原則として、次のリスク分担表のとおりとします。ただ

し、リスク分担表に定める事項で疑義が生じた場合は、その都度町と指定管理者とが協議

の上、責任分担を決定します。 

 

リスク分担表 

項目 事 項 内   容 町 指定管理者 

共通事項 法令又は制度の

改正 

事業運営に影響のある法令又

は制度の改正 
協議事項 

税制の改正 消費税の税率の変更 ○  

 法人税その他事業に影響を及

ぼす税率の変更 
協議事項 

物価・金利の変

動 

物価・金利の変動 

 
 ○ 

資金の調達 必要な資金の確保  ○ 

周辺地域及びそ

の住民並びに利

用者への対応 

事業運営に係る利用者、周辺住

民等からの苦情への対応及び

周辺地域との協調 

 ○ 

 

施設の設置又は指定管理者制

度の導入に関する苦情への対

応 

○  
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安全性の確保 

 

 

施設の運営及び維持管理に係

る安全性の確保並びに周辺環

境の保全（応急措置を含む。） 

 ○ 

第三者への賠償 

 

指定管理者の責めに帰すべき

施設の管理運営において第三

者に損害を与えた場合 

 ○ 

上記以外の理由により第三者

に損害を与えた場合 
○  

応募 応募の費用 指定管理者の応募に係る費用  ○ 

準備 

 

引継ぎの費用 

 

施設の管理業務の引継ぎに係

る費用 
 ○ 

施設の引渡しに伴う原状回復

に係る費用 
 ○ 

管理運営 事業の遅延又は 

中止 

町の責任による遅延又は中止 ○  

法令又は制度の変更等により、

町の建物の所有が困難になっ

たことによる中止 

○  

指定管理者の責任による遅延

又は中止 
 ○ 

指定管理者による事業の放棄

又は破綻 
 ○ 

天災による事業

の中止 

大規模な災害等による事業の

中止 
○  

維持管理 維持補修 指定管理者の発意により行う

施設、設備、外溝等の改良又は

維持補修 

 ○ 

町の発意により行う施設、設

備、外溝等の改良又は維持補修 
○  

施設、設備、外溝等の保守点検

（法定点検及び日常のメンテ

ナンス） 

 ○ 

経年劣化による施設、設備、外

溝等の維持補修及び施設の管

理上緊急を要する維持補修 

１件１０１，８５２円未

満のものにあっては指定

管理者が行い、１件１０

１，８５２円以上のもの

にあっては町と協議する

こと。 

 事故又は火災による施設、設 協議事項 
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備、外溝等の維持補修 

天災その他の不可抗力による

施設の躯体又は設備の維持補

修 

１件１０１，８５２円未

満のものにあっては指定

管理者が行い、１件１０

１，８５２円以上のもの

にあっては町と協議する

こと。 

 

 

 

法令の改正により必要となっ

た施設の躯体又は設備の維持

補修 

○  

 修理・修繕 経年劣化による町の備品の修

理・修繕 

 

１件１０１，８５２円未

満のものにあっては指定

管理者が行い、１件１０

１，８５２円以上のもの

にあっては町と協議する

こと。 

終了時の

費用 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理業務の期間が終了し

た場合又は指定管理期間の中

途において指定管理業務を廃

止した場合（廃止の原因が町に

起因する場合を除く。）におけ

る事業者の撤収費用 

 ○ 

  指定管理期間の中途において

指定管理業務を廃止した場合

（廃止の原因が町に起因する

場合に限る。）における事業者

の撤収費用 

○  

備考 指定管理者の統括責任者は、施設の防火管理者（消防法（昭和２３年法律第１８６

号）第８条第１項に規定する防火管理者をいう。）としての責務を負うものとします。 

 

９ 経費等  

指定管理者が行う業務に係る経費の積算項目は、次のとおりとします。 

項目 主な内容 

人件費 給与、交通費、超過勤務手当、健康診断料、雇用保険料、福利厚生費など 

管理費 

 

・仕様書記載の業務に係る費用 

・光熱水費（電気・ガス・水道下水道料金）は、年間３７，２７７，７８
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４円（消費税等を含む）で積算してください。 

・施設又は備品の修理・修繕費（１件１０１，８５２円未満のものに限る。）

は、年間１，８３３，３３６円（消費税等を含む）で積算してください。 

・トイレットペーパー、コピー用紙、トナーなどの消耗品費 

 なお、天井や壁面に備わっている照明（球、安定器等）は、町の負担と

します。 

※光熱水費及び修理・修繕費は、実績に応じて精算します。 

事務費 旅費、会議費、通信運搬費、手数料など 

税金 消費税及び地方消費税など 

 

 

１０ 指定管理者の候補者の選定  

⑴ 選定方法 

島本町指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、次号に掲げる

選定基準に基づいて総合的に評価を行った上、指定管理者の候補者（以下「候補者」と

いう。）を選定します。 

⑵ 選定基準 

・ふれあいセンター又は集会所を利用しようとする者の平等な利用を確保し、かつ、サ

ービスの向上が図られるものであること。 

・ふれあいセンター及び集会所の使用許可に関する業務並びにふれあいセンターの施設

及び設備の維持管理に関する業務のほか、町長が必要と認める業務を効果的に実施し、

サービス等を総合的に提供できるものであること。 

・事業計画に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

⑶ 審査方法 

審査は、提出された書類及びプレゼンテーションにより行います。 

 ⑷ 候補者の選定 

ア 審査の後、選定委員会で申請者の評価を行い、指定管理者として適当と認められる

場合、候補者として選定します。 

イ 選定結果を踏まえ、町長が指定管理者の候補者を決定し、その内容を申請者に書面

で通知するとともに、公表します。 

⑸ 指定管理者の指定 

ア 指定管理者の指定は、候補者を指定管理者として指定する旨の議案を議会に上程し、

その議決を経ることにより行います。 

イ 議決後、指定管理者を指定したときは、町長は、役場前掲示板でその旨を告示する

とともに、指定管理者に対し、書面で通知します。 
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１１ 申請者の資格に関する事項  

⑴ 応募資格 

法人その他の団体（法人格は不問。個人は不可）で、次に掲げる要件を全て満たす団

体であること。 

・ふれあいセンター及び集会所の受付業務並びにふれあいセンターの管理運営業務を安

定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

・国税及び地方税を滞納していないこと。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による一般競争

入札への参加制限を受けていないこと。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団及びその利益となる行動をする者でないこと。 

・障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第４３条の規定に

基づき政令で定められている障害者雇用率を満たしていること。 

⑵ 応募条件 

・共同事業体で応募する場合にあっては、代表する法人等を定めること。 

・単独で応募する法人等にあっては、他の応募する共同事業体の構成員でないこと。 

・同時に２以上の応募する共同事業体の構成員となっていないこと。 

⑶ 欠格事項 

地方自治法第９２条の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条

の５第６項の規定違反に係る団体は指定管理者となることはできません。 

 

１２ 申請に関する事項  

⑴ 申請受付期間等 

ア 申請受付期間 

令和３年８月５日（木）から令和３年８月２５日（水）まで 

イ 提出方法 

郵送のみ（８月５日の消印から有効。８月２５日午後５時までに必着のこと。） 

※簡易書留など配達の記録が残るものにしてください。 

※封筒に「島本町ふれあいセンター等指定管理者募集要項関係書類在中」と朱書き 

の上、郵送してください。 

※８月２５日午後５時以降に到着したものについては、いかなる理由があっても受

け付けられませんので、余裕を持って発送してください。 

ウ 提出先     

〒６１８－８５７０ 大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号 
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島本町総務部総務・債権管理課 

  エ 提出書類 

・島本町ふれあいセンター指定管理者指定申請書（様式第３号） 

・集会所指定管理者指定申請書（様式第２９号） 

・事業計画書（様式第４号）（１２⑴の業務実績については、施設の管理運営に係るも

のに限るものとし、記載に当たっては、当該施設の敷地・延床面積を併記すること。） 

・管理に係る収支計画書 

・管理体制計画書（様式第５号） 

・定款、寄附行為の写し及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会則等の

写し） 

・代表者及び役員の氏名及び履歴 

・現会計年度の事業計画書及び収支予算書 

・前事業年度における貸借対照表及び申請時における財産目録 

・前年度分の事業報告 

・印鑑証明書 

・納税証明書等（国税：その１（法人税、消費税及び地方消費税）及びその３の３、

都道府県税、市区町村税） 

・本年度の障害者雇用状況報告書の写し 

・人件費内訳表（別記書式） 

オ 提出部数 

正本１部及び副本２部 

カ 備考 

・エの３点目の事業計画書以下の書類は、ふれあいセンター分・集会所分共通の書類

として取り扱いますので、施設ごとに分けて作成していただく必要はありません。 

・提出書類のほかに、追加資料を依頼することがあります。 

・申請に要する費用は、全て申請者の負担となります。 

・提出された書類は、返却しません。 

・申請受付期間後の提出書類の再提出又は差替えは、原則として認めません。 

・提出書類は、島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例第２４号）に基づき第三

者に公開することがあります。 

・提出書類は、原則Ａ４サイズとし、書面下部に通しページ番号を付してください。 

・１部ごとにファイルで綴じ、その表紙及び背表紙には団体名を記載してください。 

 

⑵ 質問に関する事項 

質問がある場合は、書面（様式自由）にて総務部総務・債権管理課にＦＡＸにより提

出してください。（ＦＡＸ ０７５－９６２－５１５６） 

ア 質問受付期間 

令和３年７月１２日（月）から令和３年７月２６日（月）午後５時３０分まで 
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イ 質問の回答 

令和３年８月４日（木）午後５時までに書面にて回答します。 

 

１３ 協定書の締結等  

⑴ 町と指定管理者との協議に基づき、管理の基準その他管理業務についての協定を締結

します。 

⑵ 協定は、指定期間中の包括的な事項を定めた基本協定と、年度ごとに指定管理料及び

実施する事項を具体的に定めた年度協定の２種類からなります。 

 

１４ 事業報告書の提出について  

指定管理者は、日常又は定期に行う施設の清掃、機器点検、安全対策等のほか、施設の

利用状況、事故、苦情等について記録するとともに、町に対して次に掲げる報告書等を提

出していただきます。 

なお、指定管理者導入指針に基づき、次年度以降の業務内容に等に反映するため、毎年

度、指定管理者の評価を実施します。 

⑴ 日報・月報 

日報・月報として施設使用申請書、施設使用状況日誌及び現金集計表を作成し、町に

提出してください。 

⑵ 事業報告書 

  毎事業年度終了後３０日以内（事業年度の中途において指定を取り消され、又は年度

末を含む期間の業務の全部の停止を受けたときは、その処分の日から起算して３０日以

内）に、町に提出してください。 

なお、事業年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとします。 

  【備考】 

   ・開館状況 

   ・月別利用状況 

   ・光熱水費使用状況 

   ・修繕状況（１０１，８５２円未満のもの） 

   ・年間作業実施報告書（清掃、緑地帯の維持管理、設備管理等） 

   ・職員名簿 

   ・勤務状況 

   ・職員が実施し、又は参加した研修等（人権研修、接遇研修等を実施又は参加して下

さい） 

   ・収支決算書 
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   ・健康診断の受診状況 

⑶ 帳簿類等 

監査委員等が町の事務を監査するために必要があると認める場合は、指定管理者は、

帳簿、記録その他の書類を提出しなければなりません。 

 

１５ モニタリングについて  

町は、指定管理者が行う管理業務の内容を把握し、良好な管理状況を確保するため、次

に掲げるモニタリングを実施します。 

⑴ 年度モニタリング（年１回） 

指定管理者から提出された事業報告書及び必要に応じた立入検査により、指定管理者

が適正かつ確実なサービスの提供を行っているかを確認します。 

⑵ 随時モニタリング（随時） 

必要に応じ、業務実施状況を確認することを目的とした随時モニタリングを実施する

ことがあります。随時モニタリングは、事前に指定管理者に連絡した上で、施設の維持

管理、業務の実施状況及び経費の収支状況に関して聞き取りを行い、並びに施設の維持

管理状況の確認を行います。 

 

１６ その他  

指定管理者は、利用者ニーズを把握するため、適宜利用者アンケート等を実施してくだ

さい。 

また、町が設置する島本町ふれあいセンター運営協議会に関係者として参画願います。 

   

 

【問合せ先】 

島本町総務部総務・債権管理課（島本町役場２階） 

住 所：〒６１８－８５７０ 

大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号 

ＴＥＬ：０７５－９６２－０３７３（直通） 

ＦＡＸ：０７５－９６２－５１５６ 

ＵＲＬ：http://www.shimamotocho.jp/ 


